
 1 / 21 

 

審決 

 

不服２０２０－１１８４ 

 

（省略） 

請求人 国立大学法人東北大学 

 

（省略） 

代理人弁理士 藤本 健司 

 

 

 特願２０１８－５６１１１２「太陽電池」拒絶査定不服審判事件〔平成３０

年 ７月１９日国際公開、ＷＯ２０１８／１３１０６０〕について、次のとお

り審決する。 

 

結論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 

理由 

第１ 手続の経緯 

 本願は、２０１７年（平成２９年）１月１０日を国際出願日とする出願であ

って、その手続の概要は、以下のとおりである。 

 令和元年７月２日  ：手続補正書の提出 

 令和元年８月６日付け  ：拒絶理由通知書 

 令和元年１０月７日  ：意見書、手続補正書の提出 

 令和元年１０月２３日付け ：拒絶査定 

 令和２年１月２９日  ：審判請求書の提出 

 令和２年３月９日  ：審判請求書の手続補正書（方式）の提出 

 令和２年９月１６日付け ：拒絶理由通知書 

 令和２年１１月１１日  ：意見書、手続補正書の提出 

 

第２ 拒絶の理由 

 令和２年９月１６日付けで当審が通知した拒絶の理由の概略は、次のとおり

である。 

 

 この出願は、特許請求の範囲の請求項２及び４の記載が、「ＵＶ劣化防止層」

と（その直下にある）「光起電力発生層」の境界がどのように定まるのかが不

明確である点で不備のため、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満

たしておらず、 

 この出願は、特許請求の範囲の請求項１ないし４の記載が、固定電荷の極性

によって特定されておらず、課題を解決できると認識されるとはいえない点、

及び、仮に固定電荷の極性が特定されたとしても、「ＵＶ劣化防止層」の極性
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が、固定電荷の極性とは反対の極性であることが特定されていない点で不備の

ため、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしておらず、 

 この出願の請求項１ないし４に係る発明は、本願の出願日前に頒布された刊

行物である又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献

１に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野に

おける通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、

特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない、というものであ

る。 

 

記 

 

＜引用文献等一覧＞ 

１．国際公開第２０１５／１７０６９８号 

 

第３ 当審の判断 

１ 特許法第３６条第６項第２号（明確性要件違反）について 

（１）本願の明細書、特許請求の範囲及び図面の記載 

 令和２年１１月１１日提出の手続補正書により補正（以下、この補正を「本

件補正」という。）された本願の明細書、特許請求の範囲及び図面（以下「本

願明細書等」という。）には、次の記載がある。 

「【請求項１】 

半導体接合を備えている光起電力発生層、 

該光起電力発生層上に直接設けてあるＵＶ劣化防止層、 

とを、備えており、 

前記ＵＶ劣化防止層は、当該ＵＶ劣化防止層の層内に不純物を含有し、該不純

物のうち、該ＵＶ劣化防止層の半導体極性に寄与する不純物が当該ＵＶ劣化防

止層の層厚方向に濃度分布し且つ当該ＵＶ劣化防止層の内部に濃度分布の極大

値（ＣＤMax）を有するように含有されており、当該ＵＶ劣化防止層の層厚（d1

＋d2）が２〜６０ nm の範囲にあり、前記極大値（ＣＤMax）は以下の範囲にあ

り、 

１ｘ１０１９個／cm3 ≦ 極大値（ＣＤMax）≦ ４ｘ１０２０個／cm3 

・・・式（１） 

前記極大値（ＣＤMax）の位置（A0）（＝「深さ（Ｄmax）」）は以下の範囲に

あり、 

０ ＜ 深さ（Ｄmax）≦ ４nm ・・・・式（２） 

前記極大値（ＣＤMax）の半減値（b1）の位置が前記ＵＶ劣化防止層の光入射側

の表面からの深さ位置（A1）にあり、その深さ位置（A1）が、 

前記極大値（ＣＤMax）の深さ位置（A0）＜（「深さ位置（A1）」）≦ ２０

nm・・・式（３） 

の範囲にあることを特徴とする太陽電池。 

【請求項２】 

半導体接合を備えている光電荷発生層、 
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該光電荷発生層上に直接設けてあるＵＶ劣化防止層、 

とを、備えており、 

前記ＵＶ劣化防止層は、当該ＵＶ劣化防止層の層内に不純物を含有し、該不純

物のうち、 

該ＵＶ劣化防止層の半導体極性に寄与する不純物が当該ＵＶ劣化防止層の層厚

方向に濃度分布し且つ当該ＵＶ劣化防止層の内部に濃度分布の極大値（ＣＤMax）

を有するように含有されており、当該ＵＶ劣化防止層の層厚（d1＋d2）が２〜

６０nm の範囲にあり、前記極大値（ＣＤMax）は以下の範囲にあり、 

１ｘ１０１９個／cm3 ≦ 極大値（ＣＤMax）≦ ４ｘ１０２０個／cm3 

・・・式（１） 

前記極大値（ＣＤMax）の位置（A0）（＝「深さ（Ｄmax）」）は以下の範囲に

あり、 

０ ＜ 深さ（Ｄmax）≦ ４nm ・・・・式（２） 

前記極大値（ＣＤMax）の半減値（b1）の位置が前記ＵＶ劣化防止層の光入 

射側の表面からの深さ位置（A1）にあり、その深さ位置（A1）が、 

前記極大値（ＣＤMax）の深さ位置（A0）＜（「深さ位置（A1）」）≦ ２０

nm・・・式（３） 

の範囲にあることを特徴とする光電変換装置。」 

 

「【０００４】 

・・・ 

 このようなＵＶ光による劣化を抑制する目的で、紫外線吸収剤等の耐候剤や

光安定剤などを含ませた封止材で太陽電池セルを被覆して封止する技術がある。 

 しかし、この技術は、ＵＶ光を有効に利用して発電効率を上げるという視点

からは外れるものである上に、太陽電池セルの製造工程数及びコストを増加さ

せる要因となっている。 

・・・」 

 

「【０００９】 

・・・ 

 光起電力発生層１０２は、半導体で構成される層領域（１）１０３、層領域

（２）１０４で構成されている。 

・・・」 

 

「【００１１】 

 極大値（ＣＤMax）を式（１）の範囲とすることで、太陽電池内部のシリコン

層表面に形成された酸化膜（自然酸化膜）の中や，酸化膜・シリコン層界面に

UV 光の照射によって固定電荷や界面準位が生成されたとしても，層領域（４）

１１１中のキャリアないし不純物イオンによって，固定電荷との電気力線を結

合することができるために実質的に内部電界に変化を生じさせることがなく、

また界面準位が再結合中心とならないように不活性にすることが出来る。極大

値（ＣＤMax）が式（１）の範囲を外れると、上記の効果が効果的に得られ難く



 4 / 21 

 

なるので好ましくない。」 

 

「【００２５】 

 図１Ｇには、更にもう一つ別な好適な例が示される。 

 図１Ｇに示される太陽電池１００Ｇの実効半導体不純物分布濃度（ＣＤ）の

曲線は、図１Ｆの場合の実効半導体不純物分布濃度（ＣＤ）の曲線とは、以下

の点で異なっている。 

 即ち、図１Ｇに示す太陽電池の実効半導体不純物分布濃度（ＣＤ）の曲線は、

図１Ｆの場合と異なり、変曲点一つしか有さないか若しくは実質的に 1 つしか

有さない。 

 層領域（２）１０４と UV 劣化防止層１０９との境界では、実効半導体不純

物分布濃度（ＣＤ）の曲線は、連続的に変化している。そして層領域（２）１

０４と UV 劣化防止層１０９との半導体極性は同極性である。即ち、図１Ｇに

示す太陽電池は、太陽光の入射側と反対側から n／p／p か p／n／n の半導体極

性の層構造を有している。 

【００２６】 

 図１Ｈには、更にもう一つ別な好適な例が示される。 

 図１Ｈに示される太陽電池１００Ｈの実効半導体不純物分布濃度（ＣＤ）の

曲線の UV 劣化防止層１０９の部分において、図１Ｅの場合の様に、極大ピー

ク Pmax(3)と極小ピーク Pmin(3)を有している以外は、図１Ｇの場合と実質的

に同じである。 

【００２７】 

 図１Ｉには、更にもう一つ別な好適な例が示される。 

 図１Ｉに示される太陽電池１００Ｉの実効半導体不純物分布濃度（ＣＤ）の

曲線の UV 劣化防止層１０９の部分において、図１Ｄの場合の様に、極大ピー

ク Pmax(3)と極小ピーク Pmin(3)を有している以外は、図１Ｇの場合と実質的

に同じである。」 

 

 図１Ａ、図１Ｇ、図１Ｈ、図１Ｉは以下のとおりである。 
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（２）判断 

ア 請求項１及び２の「ＵＶ劣化防止層」と（その直下にある）「光起電力発

生層」の境界（以下「本件境界」という。）について 

（ア）本件境界について、本願明細書等の記載によれば、次のことがいえる。 

ａ 【０００８】の【図１Ｇ】の項には「図１Ｇは、図１Ａに示す太陽電池の

光起電力発生部中に含有される実効半導体不純物分布濃度（ＣＤ）の好適な例

の一つを示すグラフである。」と記載され、【００２５】には「図１Ｇには、
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更にもう一つ別な好適な例が示される。」と記載されていることから、図１Ｇ

に係る例（以下「図１Ｇ形態」という。）は、請求項１及び２に含まれるもの

といえる。しかしながら、図１Ｇ形態の本件境界が明確でない。 

 すなわち、【０００９】の「光起電力発生部１００ａは、光起電力発生層１

０２、ＵＶ（紫外線）劣化防止層１０９を備えている。光起電力発生層１０２

は、半導体で構成される層領域（１）１０３、層領域（２）１０４で構成され

ている。」及び【００２５】の記載によれば、図１Ｇ形態においては、「ＵＶ

劣化防止層１０９」が当該各請求項の「ＵＶ劣化防止層」に相当し、同じく

「層領域（１）１０３」及び「層領域（２）１０４」が当該各請求項の「光起

電力発生層」（これらのうち、「層領域（２）１０４」が上記でいう「（その

直下にある）『光起電力層』」に相当する。）に相当するといえるとともに、

図１Ｇ形態の本件境界が「ＵＶ劣化防止層１０９」と「層領域（２）１０４」

との境界とされていることが理解できる。 

 しかるところ、図１Ｇ及び【００２５】の「層領域（２）１０４と UV 劣化

防止層１０９との半導体極性は同極性である。」との記載からみて、「ＵＶ劣

化防止層１０９」及び「層領域（２）１０４」がいずれもＰ型であって極性が

等しいことが理解できるから、これらの層の間にある本件境界がどこになるの

かは、極性の観点からは定めることができない。 

 さらに、【００２５】には、図１Ｇ形態に関して、「層領域（２）１０４と

UV 劣化防止層１０９との境界では、実効半導体不純物分布濃度（ＣＤ）の曲線

は、連続的に変化している。」と記載されているところ、図１Ｇからみて、実

効半導体不純物分布濃度の曲線は、本件境界近傍において、変曲点や極大ない

し極小になることもなく、滑らかに単調減少しているのみであるから、本件境

界がどこになるかは、当該不純物分布濃度の観点からも定めることができない。 

 さらに、「ＵＶ劣化防止層１０９」及び「層領域（２）１０４」を形成する

材料は、いずれも、シリコン（Ｓｉ）であると解される（【００２８】参照）

から、本件境界がどこになるかは、材料の観点からも定めることができない。 

 加えて、本件境界は、「ＵＶ劣化防止層」と「光起電力発生層」との境界で

あることから、「ＵＶ劣化防止」という機能と「光起電力発生」という機能と

が異なるとはいえるが、上記のとおり、これらの層は、極性、実効半導体不純

物分布濃度及び材料のいずれの観点からも区別できないし、本願明細書等の記

載をみても、それを定量的に定める手掛かりを見いだすことができない。 

 そして、本願明細書等の他の記載をみても、図１Ｇ形態において、本件境界

をどのように定めるのかは不明である。 

 よって、図１Ｇ形態の本件境界が明確ではない。 

 

ｂ 【０００９】、【００２６】の記載によれば、図１Ｈに係る例（以下「図

１Ｈ形態」という。）においては、「ＵＶ劣化防止層１０９」が当該各請求項

の「ＵＶ劣化防止層」に相当し、同じく「層領域（１）１０３」及び「層領域

（２）１０４」が当該各請求項の「光起電力発生層」（これらのうち、「層領

域（２）１０４」が上記でいう「（その直下にある）『光起電力層』」に相当

する。）に相当するといえるとともに、図１Ｈ形態の本件境界が「ＵＶ劣化防
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止層１０９」と「層領域（２）１０４」との境界とされていることが理解でき

る。 

 また、【０００９】、【００２７】の記載によれば、図１Ｉに係る例（以下

「図１Ｉ形態」という。）においては、「ＵＶ劣化防止層１０９」が当該各請

求項の「ＵＶ劣化防止層」に相当し、同じく「光起電力発生層１０２」が当該

各請求項の「光起電力発生層」に相当するといえるとともに、図１Ｉ形態の本

件境界が「ＵＶ劣化防止層１０９」と「光起電力発生層１０２」との境界とさ

れていることが理解できる。 

 そうすると、図１Ｈ形態及び図１Ｉ形態についても図１Ｇ形態と同様の理由

で本件境界が明確ではない。 

 

ｃ このように、当該各請求項に含まれることが明らかな図１Ｇ形態、図１Ｈ

形態及び図１Ｉ形態では、本件境界が明確でない。 

 

（イ）上記（ア）のとおり、当該各請求項に含まれることが明らかな図１Ｇ形

態、図１Ｈ形態及び図１Ｉ形態では、本件境界が明確でないところ、当該各請

求項の「ＵＶ劣化防止層」及び「光起電力発生層」という用語からは、ただち

に、本件境界が明らかになるとはいえないし、当該各請求項の他の特定事項を

みても、この理解を左右しない。 

 そうすると、当該各請求項における本件境界も明確でないというべきである。 

 

イ 請求項１及び２の「ＵＶ劣化防止層の層厚（d1＋d2）が２〜６０ nm の範囲」

について 

 上記アで検討したように、「ＵＶ劣化防止層」と（その直下にある）「光起

電力発生層」の境界がどのように定まるのかが不明確である。 

 そして、「ＵＶ劣化防止層」と（その直下にある）「光起電力発生層」の境

界が定まらないと、ＵＶ劣化防止層の層厚が不明確になる。 

 そうすると、ＵＶ劣化防止層の層厚が不明確であるので、請求項１及び２は、

ＵＶ劣化防止層の層厚（d1＋d2）が２〜６０ nm の範囲にあるのか不明確とな

っている。 

 

（３）審判請求人の主張について 

 審判請求人は、令和２年１１月１１日提出の意見書において、「同じ極性で

あったとしても不純物濃度分布の変曲点を以って境界を定義しています。」旨

主張している。 

 

 しかしながら、上記（２）で検討したとおり、光起電力発生層の層領域とＵ

Ｖ劣化防止層との境界に変曲点がないもの（上記図１Ｇ、図１Ｈ及び図１Ｉ参

照。）も、本願請求項１、２に記載された発明は包含している。 

 したがって、審判請求人の主張は、本願の明細書及び図面の記載に基づかな

いものである。 

 以上のとおりであるから、審判請求人の主張を採用することはできない。 
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（４）小括 

 したがって、本願請求項１、２に係る発明は明確でない。 

 

２ 特許法第３６条第６項第１号（サポート要件違反）について 

（１）本願請求項１、２に記載された発明の解決しようとする課題（以下「本

件課題」という。）は、ＵＶ光の照射履歴とともに太陽電池の発電効率の低下

が進むというＵＶ光による劣化を抑制するための従来技術は、製造工程数及び

コストを増加させるということであると認められる（【０００４】）。 

 そして、請求項１、２に記載された発明は、本件課題を解決するために、請

求項１、２に記載されたような「ＵＶ劣化防止層」を設けることをもってその

課題解決手段としていると認められる。 

 そこで、以下、本願明細書等の記載及び技術常識に照らして、請求項１、２

で特定された「ＵＶ劣化防止層」によって、当業者が本件課題を解決できると

認識できるか否かについて検討する。 

 

（２）本願明細書の【００１１】の記載によれば、本件課題を解決する原理

（以下「本件課題解決原理」という。）は、太陽電池内部のシリコン層表面に

形成された酸化膜（自然酸化膜）の中や酸化膜・シリコン層界面（以下、当該

酸化膜の中と当該界面を総称して「本件場所」という。）に存在する固定電荷

等により発生する電気力線をＵＶ劣化防止層の内のキャリアないし不純物イオ

ンにより結合させることにより、実質的に内部電界に変化を生じさせることが

なく、また、界面準位が再結合中心とならないように不活性にすることが出来

ることにあると認められる。 

 このような本件課題解決原理からすると、本件課題を解決するためには、本

件場所に存在する固定電荷の極性が重要であると考えられるが、請求項１、２

には、当該固定電荷が正電荷なのか、負電荷なのか、それとも、正電荷及び負

電荷の双方であるかが特定されていない。そこで、請求項１、２に記載された

発明が、当該固定電荷の極性がいかなるものであっても、本件課題を解決でき

ると認識されるといえるかについて検討する。 

 まず、本件場所中に固定電荷として正電荷と負電荷が同時に（分布して）存

在する態様についてみると、内部電界や電気力線は、本件場所内にとどまるこ

とから、「ＵＶ劣化防止層」はそもそも不要であると考えられる。そのため、

かかる態様は、本件課題を解決することとは無関係なものであり、よって、当

該各発明により本件課題を解決できるとは認識されないといえる。 

 次に、本件場所中に固定電荷として正電荷と負電荷のいずれか一方のみが存

在する態様についてみると、電気力線を結合させるとの観点からは、「ＵＶ劣

化防止層」には、当該固定電荷の極性とは反対の極性をもつ少数キャリアを生

じるような極性をもつ半導体が必要であると考えられる。しかしながら、請求

項１、２には、「ＵＶ劣化防止層」に用いられる半導体の極性が特定されてい

ない。そのため、請求項１、２に記載された発明は、本件課題を解決できない

と認識される態様を含んでいることになるから、当該各発明により本件課題を
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解決できるとは認識されないといえる。 

 このように、本願明細書の記載から理解される本件課題解決原理によっては、

本件場所に存在する固定電荷の極性がいかなるものであっても、請求項１、２

に記載された発明により本件課題を解決できると認識されるとはいえない。す

なわち、本件場所中の固定電荷の極性が特定されていない請求項１、２に記載

された発明は、本件課題解決原理に照らせば、本件課題を解決できると認識さ

れるとはいえない。 

 

（３）そこで、本願明細書等に記載された実施例をみると、【００３１】－

【００３４】には、p+pn 型素子構造が記載されており、「ｐ＋」層が「ＵＶ劣

化防止層」に、「ｐ」層及び「ｎ」層が「光起電力発生層」に対応すると解さ

れる。 

 このような「ＵＶ劣化防止層」が「ｐ＋」層といった p 型である場合は、当

該層に発生する少数キャリアは電子となるため、本件課題解決原理によれば、

本件課題を解決するためには、本件場所に発生する固定電荷の極性が正である

必要があると解される。そのため、当該各請求項の記載がサポート要件を満た

すためには、ｐ＋ｐｎ型素子構造の実施例でいえば、固定電荷の極性が、正の

例のみならず、負の例をも提示する必要があるというべきところ、本願明細書

等に記載された実施例には、固定電荷の極性が一切記載されていない。そして、

本願明細書等には、その他に実施例の記載は存在しない。 

 したがって、本願明細書等に記載された実施例を踏まえても、本件場所中の

固定電荷の極性が特定されていない請求項１、２に記載された発明が、本件課

題を解決できると認識されるとはいえない。 

 

（４）以上によれば、本件場所中の固定電荷の極性が特定されていない請求項

１、２に記載された発明が、本件課題を解決できると認識されるとはいえない

から、請求項１、２に記載された発明は、発明の詳細な説明に記載したもので

はない。 

 

（５）審判請求人の主張について 

 審判請求人は、令和２年１１月１１日提出の意見書において、「UV 光によっ

て帯電が生じると、半導体基体の入射表面でポテンシャルの変調が生じる場合

があります。例えば、P+NP 型の太陽電池であって、UV 光によって正の帯電が

生じると、太陽光によって発生した光電荷が N 型層に移動せずに半導体基体の

入射表面側に移動しやすくなります。入射表面では、半導体と絶縁体の界面が

あり、そこでは界面準位が存在します。界面準位によって、光電荷の再結合割

合が高くなり、発生した光電荷が検出されなくなり、感度が低下します。本来、

P+NP 型であれば、正電荷の帯電のみが感度劣化を及ぼす原因になり、N+PN 型

であれば、負電荷の帯電のみが感度劣化を及ぼす原因となりますが、実験結果

から、UV 光によって生じる固定電荷の極性は正にも負にもなりえる場合があり、

また UV 光照射時間によってもトータルの帯電が、正電荷が多い場合と負電荷

が多い場合とがあります。ついては、どちらの極性の帯電が起こったとしても
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劣化が生じないようにする必要があります。これを解決するのが、補正後の請

求項１および２において規定された関係です。」旨主張している。 

 

 審判請求人の主張は、判然としないところもあるが、本件場所に発生する固

定電荷の極性が正にも負にもなり、また、本件場所における固定電荷に起因す

る帯電が正にも負にもなるとした上で、当該各請求項において特定された条件

を満たせば、本件場所における帯電の極性がいずれになったとしても、本件課

題を解決できる旨主張しているものと解される。 

 しかしながら、本願明細書等にはそのようなことは一切記載されておらず、

むしろ、【００１１】の記載によれば、本件場所における固定電荷の極性が、

本件課題の解決に重要であることが明らかである。よって、審判請求人の主張

は、本願明細書等の記載に基づいたものではないから、採用できない。 

 

（６）小括 

 したがって、本願請求項１、２に記載された発明は、発明の詳細な説明に記

載したものではない。 

 

３ 特許法第２９条第２項（進歩性）について 

（１）本願発明の認定 

 本願の請求項２には、上記１のとおり、「ＵＶ劣化防止層」と（その直下に

ある）「光起電力発生層」の境界がどのように定まるのかが不明確であること

に由来する記載不備があるが、本願明細書等の【００２１】には、「図１Ｂの

例においては、例えば、層領域１０３がｎ型であれば、層領域１０４はｐ型で

あり、層領域１０９はｎ型である。本発明の場合、各層領域のこのｎ型、ｐ型

を入れ替えた極性にしても差し支えないことは容易に想到でき、本発明の範疇

である。」と記載されており、同【０００９】には、「光起電力発生層１０２

は、半導体で構成される層領域（１）１０３、層領域（２）１０４で構成され

ている」こと、及び、「ＵＶ劣化防止層１０９は、層領域（３）１１０及び層

領域（４）１１１で構成され、且つ、半導体不純物が含有されて所定の半導体

極性が付与されている」ことが記載されていることからすれば、当該請求項２

には、「ＵＶ劣化防止層」と（その直下にある）「光起電力発生層」との境界

が、両層の極性が相違しているがゆえに定まる態様が、少なくとも含まれると

解される。 

 そこで、以下、本願の請求項２がそのような態様を少なくとも含むものと解

して、本願の請求項２に係る発明（以下「本願発明」という。）を、請求項２

の記載のとおりに認定する。 

 これを再掲すると、次のとおりである。 

「【請求項２】 

半導体接合を備えている光電荷発生層、 

該光電荷発生層上に直接設けてあるＵＶ劣化防止層、 

とを、備えており、 

前記ＵＶ劣化防止層は、当該ＵＶ劣化防止層の層内に不純物を含有し、該不純
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物のうち、 

該ＵＶ劣化防止層の半導体極性に寄与する不純物が当該ＵＶ劣化防止層の層厚

方向に濃度分布し且つ当該ＵＶ劣化防止層の内部に濃度分布の極大値（ＣＤMax）

を有するように含有されており、当該ＵＶ劣化防止層の層厚（d1＋d2）が２〜

６０nm の範囲にあり、前記極大値（ＣＤMax）は以下の範囲にあり、 

１ｘ１０１９個／cm3 ≦ 極大値（ＣＤMax）≦ ４ｘ１０２０個／cm3 

・・・式（１） 

前記極大値（ＣＤMax）の位置（A0）（＝「深さ（Ｄmax）」）は以下の範囲に

あり、 

０ ＜ 深さ（Ｄmax）≦ ４nm ・・・・式（２） 

前記極大値（ＣＤMax）の半減値（b1）の位置が前記ＵＶ劣化防止層の光入射側

の表面からの深さ位置（A1）にあり、その深さ位置（A1）が、 

前記極大値（ＣＤMax）の深さ位置（A0）＜（「深さ位置（A1）」）≦ ２０

nm・・・式（３） 

の範囲にあることを特徴とする光電変換装置。」 

 

（２）引用文献について 

 当審における拒絶の理由に引用された国際公開第２０１５／１７０６９８号

（以下「引用文献１」という。）には、以下の事項が記載されている（下線は、

当審で付した。以下同じ。）。 

ア 「［0012］ 本発明は、斯かる点に鑑み鋭意検討・研究してなされたもので

あり、簡単な構造で、１０〜４００ｎｍの広範な紫外領域の紫外線に長時間連

続して照射され続けても感度劣化・暗電流特性の低下を少なくとも実質的に招

かない紫外光用固体受光デバイスを提供することを主な目的とする。 

 本発明の別な目的は、簡単な構造で人体に有害な紫外光の照射量を精度よく

適正に測定でき、周辺回路のセンサとの一体作り込みも容易にできる、広範な

紫外波長領域の紫外線の長時間照射に対しても初期特性が安定している紫外光

用固体受光デバイスを提供することである。」 

 

「［0023］ 図１は、本発明に係る紫外光用固体受光デバイスの構成の好適例

の一つを説明するための模式的説明図の一例である。 

 図１に示される紫外光用固体受光デバイスの主要部１００は、シリコン（Ｓ

ｉ）を主成分とする半導体基体１０１内に、フォトダイオード（ＰＤ）１００

ａを有している。 

 フォトダイオード（ＰＤ）１００ａは、層領域１０２ａ、１１０ａ、１１１

ａで構成されている。 

 層領域１０２ａは、第一の導電型の半導体層領域１０３ａ、該半導体層領域

１０３ａの上部に埋設されている、半導体層領域１０４ａとで構成されている。 

 半導体層領域１０３ａと半導体層領域１０４ａは、図示してある様にその上

部表面が揃えられている。 

 半導体層領域１０４ａは、前記第一の導電型とは極性の異なる第二の導電型

とされている。即ち、例えば、前記第一の導電型がＰ型であれば、前記第二の
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導電型はＮ型である。 

 半導体層領域１０３ａと半導体層領域１０４ａとで半導体接合１０５ａ（１）

を形成している。 

 半導体層領域１０４ａの上には、半導体層領域１０３ａと極性が同じである

半導体層領域１０９ａが設けてある。 

 半導体層領域１０３ａと半導体層領域１０９ａとで半導体接合１０５ａ（２）

を形成している。 

 半導体層領域１０３ａと半導体層領域１０９ａは、第一の半導体不純物（１）

が含有されることで第一の導電型とされる。尚、「半導体不純物」を、以後、

「不純物原子」と記すこともある。 

 

［0024］ 次に、図１Ａに加え図１Ｂも参照しながら説明する。 

 半導体層領域１０３ａ中の半導体不純物（１）は、半導体層領域１０３ａの

層厚方向に分布した状態で半導体層領域１０３ａ中に含有されている。 

 半導体不純物（１）の半導体層領域１０３ａの層厚方向の分布には、半導体

接合１０５ａ（１）の下方位置に、半導体不純物（１）の最大含有濃度位置

（Ｄ１）１０６ａが設けてある。尚、「最大含有濃度位置」を以後、「最大濃

度位置」と記すこともある。 

 半導体層領域１０９ａも半導体層領域１０３ａと同様に、半導体不純物（１）

が層厚方向に分布した状態で半導体層領域１０９ａ中に含有されており、半導

体不純物（１）の最大含有濃度位置１０８ａが設けられている。 

［0025］ 半導体層領域１０９ａは、その上方部に、最大濃度位置１０８ａを

含み、ＵＶ－Ａ，ＵＶ－Ｂの光の吸収がないかまたは実効的にないと見做され

る厚みｄ１(半導体基体の表面１０７の位置から深さ方向で位置Ａ１までの厚

み)の層領域１１１ａを有する。 

［0026］ 本発明においては、位置Ａ１は、最大濃度位置１０８ａと同じ位置

であっても設計上支障はない。しかしながら、位置Ａ１は、ＵＶ－Ａ，ＵＶ－

Ｂの光の吸収がないかまたは実効的にないと見做し得る厚みｄ１が確保される

のであれば、製造許容として最大濃度位置１０８ａの下方に位置することが好

ましい。 

［0027］ 位置Ａ１と位置Ｂ１の間の層領域１１０ａについては、最大濃度位

置１０８ａを適正な位置に設けることが出来ることを条件に、その層厚は適宜

所望の設計に従って決めることが出来る。 

 本願の発明者達は、その主要部１００を上述した構成の紫外光用固体受光デ

バイスを作成し、半導体層領域１０３ａ、１０４ａ,１０９ａに含有する半導

体不純物の含有量、含有分布を多種多様に変化させながら鋭意研究・検討を重

ねることで遠紫外光や真空紫外光の長時間連続照射によっても感度、暗電流の

劣化が生じない或いは実質的には生じない紫外光用固体受光デバイスを見出す

ことが出来た。 

 本願の発明者達の研究・検討の結果によれば、最大濃度位置１０８ａにおけ

る不純物原子の濃度は、１×１０１９ｃｍ－３以上であれば、感度劣化、暗電流増

加が起こらない或いは実質的に起こらないことが確かめられている。 
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 この濃度であれば、遠紫外光や真空紫外光の照射によって発生する固定電荷

によって生じる電気力線の全て若しくは実質的に全てを終端させることができ、

その結果、遠紫外光や真空紫外光の長時間連続照射によっても感度、暗電流の

劣化が生じない或いは実質的には生じない紫外光用固体受光デバイスが得られ

ることが判明した。 

 本願の発明者達の研究・検討の結果によれば、上記の最大濃度位置１０８を、

半導体基体１０１の表面１０７から深さ数ｎｍ以内の範囲に設けることで、上

記の特性をより強固にすることが出来ることも判明している。 

 本発明は、これらの点に基づくものである。 

 半導体接合１０８ａの位置は、紫外光の感度を高くするために、例えば５０

ｎｍ〜８０ｎｍ程度の位置に形成することが望ましい。 

 しかし、半導体接合１０８ａの電界強度を出来るだけ小さくして半導体接合

で発生する暗電流を小さくするためには、半導体接合１０５ａ（２）付近の半

導体層領域１０９ａの半導体不純物の濃度を低くすることが望ましい。製造の

困難さを避けるためには、半導体接合１０５ａ（２）付近の半導体層領域１０

９ａの半導体不純物の濃度は、１ｘ１０１７ｃｍ－３以下、１ｘ１０１５ｃｍ－３以

上、とすることが好ましい。好ましくは、１ｘ１０１６ｃｍ－３程度にするのが望

ましい。 

 上記の様に構成した本発明の受光デバイスと従来の受光デバイスについて、 

光波長２０４ｎｍにおける光強度が１２０μＷ/ｃｍ２である重水素ランプを

光源として、１５００分連続照射した場合、以下のことが確認されている。 

 即ち、本発明の受光デバイスでは、光感度低下も暗電流特性の低下も生じな

い。これに対して、特許文献１に記載の受光デバイスでは、紫外光帯域（波

長：２００〜３８０ｎｍ）の光感度が５０％以上劣化し、暗電流は初期値に対

して１０倍以上増加する。 

 本発明の場合は、照射時間を１２０００分に延ばしても、光感度の劣化も暗

電流の増加も数%以内であり、実用的に問題ないことが確認されている。 

 本発明の紫外光用固体受光デバイスは、遠紫外光や真空紫外光の照射を受け

ない製品として製造されたものであっても、不可抗力で遠紫外光や真空紫外光

の照射を受けても感度や暗電流の特性劣化を起こさないので、用途的には、遠

紫外光や真空紫外光の照射光量を計測する製品に限定されるものではない。」 

 

「［0055］ 位置Ａ１と位置Ｂ１の間の層領域１１０ｂについては、最大濃度

位置（２―２）１０８ｂを適正な位置に設けることが出来ることを条件に、そ

の層厚は適宜所望の設計に従って決めることが出来る。本発明の好適な実施態

様においては、位置Ａ１と位置Ａ２が、位置Ｂ１と位置Ｂ２が、それぞれ同じ

位置か若しくは実質的に同じ位置であることが望ましい。 

［0056］ 層領域１１０ａの層厚と層領域１１０ｂの層厚は、上記した条件を

満たすように設計上の所望に従って適宜決めることが望ましい。具体的には、

層領域１１０ａの層厚と層領域１１０ｂの層厚は、６ｎｍ以下であることが好

ましく、２ｎｍ以下であることがより好ましい。」 
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 図１Ａ、図１Ｂは、以下のとおりである。 

 また、図１Ａの記載から、層領域１１０ａは、位置Ａ１と位置Ｂ１の間の半

導体層領域１０９ａで構成されていることが、見て取れる。 

 

 
 

イ 引用発明 

 したがって、引用文献１には、以下の発明が記載されている（以下「引用発

明」という。）。 

「シリコン（Ｓｉ）を主成分とする半導体基体１０１内に、層領域１０２ａ、

１１０ａ、１１１ａで構成されているフォトダイオード（ＰＤ）１００ａを有

し、（［0023］） 
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 層領域１０２ａは、第一の導電型の半導体層領域１０３ａ、該半導体層領域

１０３ａの上部に埋設されている、第二の導電型の半導体層領域１０４ａとで

構成され、（［0023］） 

 半導体層領域１０３ａと半導体層領域１０４ａとで半導体接合１０５ａ（１）

を形成し、（［0023］） 

 半導体層領域１０４ａの上には、半導体層領域１０３ａと極性が同じである

第一の導電型の半導体層領域１０９ａが設けられ、（［0023］） 

 層領域１１０ａは、位置Ａ１と位置Ｂ１の間の半導体層領域１０９ａで構成

され、（図１Ａ） 

 半導体層領域１０３ａと半導体層領域１０９ａとで半導体接合１０５ａ（２）

を形成し、（［0023］） 

 半導体層領域１０９ａは、その上方部に、最大濃度位置１０８ａを含み、Ｕ

Ｖ－Ａ，ＵＶ－Ｂの光の吸収がないかまたは実効的にないと見做される厚みｄ

１(半導体基体の表面１０７の位置から深さ方向で位置Ａ１までの厚み)の層領

域１１１ａを有し、（［0025］） 

 最大濃度位置１０８ａにおける不純物原子の濃度は、１×１０１９ｃｍ－３以上

であり、この濃度であれば、遠紫外光や真空紫外光の長時間連続照射によって

も感度、暗電流の劣化が生じない或いは実質的には生じない紫外光用固体受光

デバイスが得られ、（［0027］） 

 最大濃度位置１０８を、半導体基体１０１の表面１０７から深さ数ｎｍ以内

の範囲に設け、（［0027］） 

 半導体接合１０８ａの電界強度を出来るだけ小さくして半導体接合で発生す

る暗電流を小さくするためには、半導体接合１０５ａ（２）付近の半導体層領

域１０９ａの半導体不純物の濃度を低くする（［0027］） 

 紫外光用固体受光デバイス。（［0023］）」 

 

（３）対比 

 本願発明と引用発明を対比する。 

ア 引用発明は「紫外光用固体受光デバイス」であり、「『半導体層領域１０

３ａと半導体層領域１０４ａとで半導体接合１０５ａ（１）を形成し』ている

『層領域１０２ａ』」であることから、紫外線が照射されると層領域１０２ａ

で電荷が発生すると考えるのが自然である。 

 そうすると、引用発明の「『第一の導電型の半導体層領域１０３ａ、該半導

体層領域１０３ａの上部に埋設されている、第二の導電型の半導体層領域１０

４ａとで構成され、半導体層領域１０３ａと半導体層領域１０４ａとで半導体

接合１０５ａ（１）を形成し』ている『層領域１０２ａ』」は、本願発明の

「半導体接合を備えている光電荷発生層」に、 

 引用発明の「紫外光用固体受光デバイス」は、本願発明の「光電変換装置」

に、 

 それぞれ相当する。 

 

イ 引用発明は「層領域１１０ａは、位置Ａ１と位置Ｂ１の間の半導体層領域
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１０９ａで構成され、」「半導体層領域１０９ａは、その上方部に、最大濃度

位置１０８ａを含み、ＵＶ－Ａ，ＵＶ－Ｂの光の吸収がないかまたは実効的に

ないと見做される厚みｄ１(半導体基体の表面１０７の位置から深さ方向で位

置Ａ１までの厚み)の層領域１１１ａを有し、最大濃度位置１０８ａにおける

不純物原子の濃度は、１×１０１９ｃｍ－３以上であり、この濃度であれば、遠紫

外光や真空紫外光の長時間連続照射によっても感度、暗電流の劣化が生じない

或いは実質的には生じない紫外光用固体受光デバイスが得られ」と特定されて

おり、さらに、半導体層領域１０９ａが第一の導電型であって半導体層領域１

０４ａが第二の導電型であり、両層の極性が相違していることから、半導体層

領域１０９ａで構成されている層領域１１０ａ及び層領域１１１ａは、紫外光

用固体受光デバイスのＵＶ劣化を防止する層といえる。 

 また、引用発明の「不純物原子」は、本願発明の「半導体極性に寄与する不

純物」に、相当する。 

 そうすると、引用発明の「『層領域１１０ａは、位置Ａ１と位置Ｂ１の間の

半導体層領域１０９ａで構成され、』『層領域１０２ａ』の『半導体層領域１

０４ａの上には、半導体層領域１０３ａと極性が同じである第一の導電型の半

導体層領域１０９ａが設けられ、』『半導体層領域１０９ａは、その上方部に、

最大濃度位置１０８ａを含み、ＵＶ－Ａ，ＵＶ－Ｂの光の吸収がないかまたは

実効的にないと見做される厚みｄ１(半導体基体の表面１０７の位置から深さ

方向で位置Ａ１までの厚み)の層領域１１１ａを有し、最大濃度位置１０８ａ

における不純物原子の濃度は、１×１０１９ｃｍ－３以上であり、この濃度であれ

ば、遠紫外光や真空紫外光の長時間連続照射によっても感度、暗電流の劣化が

生じない或いは実質的には生じない紫外光用固体受光デバイスが得られ』」は、

本願発明の「該光電荷発生層上に直接設けてあるＵＶ劣化防止層、とを、備え

ており、前記ＵＶ劣化防止層は、当該ＵＶ劣化防止層の層内に不純物を含有し、

該不純物のうち、該ＵＶ劣化防止層の半導体極性に寄与する不純物が当該ＵＶ

劣化防止層の層厚方向に濃度分布し且つ当該ＵＶ劣化防止層の内部に濃度分布

の極大値（ＣＤMax）を有するように含有されており、前記極大値（ＣＤＭａｘ）

は以下の範囲にあり、１ｘ１０１９個／cm3 ≦ 極大値（ＣＤMax）≦ ４ｘ１０２０

個／cm3 ・・・式（１） 」に相当する。 

 

ウ そうすると、本願発明と引用発明は、以下の構成において一致し、相違す

る。 

（一致点） 

「半導体接合を備えている光電荷発生層、 

該光電荷発生層上に直接設けてあるＵＶ劣化防止層、 

とを、備えており、 

前記ＵＶ劣化防止層は、当該ＵＶ劣化防止層の層内に不純物を含有し、該不純

物のうち、 

該ＵＶ劣化防止層の半導体極性に寄与する不純物が当該ＵＶ劣化防止層の層厚

方向に濃度分布し且つ当該ＵＶ劣化防止層の内部に濃度分布の極大値（ＣＤMax）

を有するように含有されており、前記極大値（ＣＤＭａｘ）は以下の範囲にあ
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り、 

１ｘ１０１９個／cm3 ≦ 極大値（ＣＤMax）≦ ４ｘ１０２０個／cm3 

・・・式（１） 

光電変換装置。」 

 

（相違点） 

 ＵＶ劣化防止層について、本願発明は、 

（i）「層厚（d1＋d2）が２〜６０ nm の範囲にあり」、 

（ii）「前記極大値（ＣＤMax）の位置（A0）（＝「深さ（Ｄmax）」）は以下

の範囲にあり、 

０ ＜ 深さ（Ｄmax）≦ ４nm ・・・・式（２）」、 

（iii）「前記極大値（ＣＤMax）の半減値（b1）の位置が前記ＵＶ劣化防止層

の光入射側の表面からの深さ位置（A1）にあり、その深さ位置（A1）が、前記

極大値（ＣＤMax）の深さ位置（A0）＜（「深さ位置（A1）」）≦ ２０

nm・・・式（３）の範囲にある」のに対し、 

 引用発明はそのようなものか明らかでない点。 

 

（４）判断 

ア 相違点について 

（ア）（ii）について、引用発明は「最大濃度位置１０８を、半導体基体１０

１の表面１０７から深さ数ｎｍ以内の範囲に設け」と認定されていることから、

最大濃度位置１０８ａを、深さ４ｎｍ以下の範囲にすることは、当業者が適宜

なし得た事項にすぎない。 

 

（イ）(i)について、本願発明の（ＵＶ劣化防止層の）「層厚（d1＋d2）」に

相当する引用発明の構成は、上記（２）イのとおり、引用発明の「層領域１１

０ａ」及び「層領域１１１ａ」が本願発明の「ＵＶ劣化防止層」に相当するこ

とから、「層領域１１０ａ」の層厚と「層領域１１１ａ」の層厚を併せたもの

といえる。そして、「層領域１１０ａ」の層厚につき、引用文献１の[0056]に

は「層領域１１０ａの層厚と層領域１１０ｂの層厚は、６ｎｍ以下であること

が好ましく、２ｎｍ以下であることがより好ましい。」と記載されていること

から、「６ｎｍ以下」であることが理解できる。 

 次に、「層領域１１１ａ」の膜厚につき、引用文献１の[0025]には「厚みｄ

１(半導体基体の表面１０７の位置から深さ方向で位置Ａ１までの厚み)の層領

域１１１ａを有する。」、引用文献１の[0027]には「最大濃度位置１０８を、

半導体基体１０１の表面１０７から深さ数ｎｍ以内の範囲に設ける」、引用文

献１の[0026]には「位置Ａ１は、最大濃度位置１０８ａと同じ位置であっても

設計上支障はない。」と記載されていることから、数ｎｍ以内であってもよい

ことが理解できる。 

 したがって、引用発明において、層領域１１０ａと層領域１１１ａとを合わ

せた層厚は、半導体基体の表面１０７から深さ数ｎｍ以内に６ｎｍ以内を加え

た値程度になることも想定されているといえる。 
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 よって、上記（i）の点は、当業者が適宜なし得た事項にすぎない。 

 

（ウ）（iii）について、引用発明は、「半導体層領域１０９ａは、その上方

部に、最大濃度位置１０８ａを含み、」「最大濃度位置１０８ａにおける不純

物原子の濃度は、１×１０１９ｃｍ－３以上であり、」「最大濃度位置１０８を、

半導体基体１０１の表面１０７から深さ数ｎｍ以内の範囲に設け」るとともに、

「半導体接合１０８ａの電界強度を出来るだけ小さくして半導体接合で発生す

る暗電流を小さくするためには、半導体接合１０５ａ（２）付近の半導体層領

域１０９ａの半導体不純物の濃度を低くする」と認定されている。 

 このように、引用発明は、不純物原子の濃度につき、最大濃度位置１０８ａ

が存在するとともに、半導体接合１０５ａ（２）付近の半導体層領域１０９ａ

の半導体不純物の濃度を低くするものであるから、不純物原子の最大濃度の半

減値の位置は、最大濃度位置１０８ａから、さほど離れた位置とはならないも

のと解される（なお、引用文献１の[0023]には「「半導体不純物」を、以後、

「不純物原子」と記すこともある。」と記載されていることから、引用文献１

において「半導体不純物」と「不純物原子」は同じ意味で用いられている。）。 

 そして、例えば、引用文献１の図１Ａ及び図１Ｂの記載からみて、引用発明

における不純物原子の最大濃度の半減値の位置は、半導体基体の表面１０７か

ら数ｎｍ以内に６ｎｍ以内を加えた値程度の位置になることも想定されている

といえる。すなわち、当該図１Ａ及び図１Ｂからすると、層領域１１１ａと層

領域１０２ａとの間の半導体接合１０５ａ（２）における不純物原子の濃度は、

１×１０１６ｃｍ－３であることが見て取れるとともに、最大濃度位置１０８ａに

おける不純物原子の濃度は、１×１０１９ｃｍ－３以上であることが見て取れるか

ら、不純物原子の最大濃度の半減値の位置は、層領域１１０ａと層領域１１１

ａを合わせた領域のいずれかに存在する。そして、上記（イ）で検討したよう

に、層領域１１０ａと層領域１１１ａとを合わせた層厚は、半導体基体の表面

１０７から深さ数ｎｍ以内に６ｎｍ以内を加えた値程度の位置になることも想

定されていることから、その場合には、不純物原子の最大濃度の半減値の位置

は、最大濃度位置１０８ａ≦最大濃度の半減値の位置≦数ｎｍ以内に６ｎｍ以

内を加えた値程度となるといえる。 

 したがって、引用発明において、不純物原子の最大濃度の半減値の位置を、

最大濃度位置１０８ａ≦最大濃度の半減値の位置≦２０ｎｍとすることは、当

業者が適宜なし得た事項にすぎない。 

 

イ そうすると、引用発明において、相違点に係る本願発明の構成とすること

は、当業者が適宜なし得た事項にすぎない。 

 

ウ そして、相違点を総合的に勘案しても、本願発明の奏する作用効果は、引

用発明の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なも

のということはできない。 

 

エ 審判請求人の主張について 
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（ア）審判請求人は、令和２年１１月１１日提出の意見書において、 

「引用文献１（国際公開第２０１５／１７０６９号）は、補正後の請求項１お

よび２において規定された関係を開示していません。引用文献１に接した当業

者がといえども、『半減値の層内位置と、他のパラメーターとの関係には、有

機的関連性があり且つその最適関係があること』を予測することは困難と考え

ます。」 

旨主張している。 

 

（イ）しかしながら、不純物原子の最大濃度の半減値の位置は、上記アないし

ウで検討したとおりである。 

 以上のとおりであるから、審判請求人の主張を採用することはできない。 

 

オ まとめ 

 以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明及び引用文献１に記載され

た技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 

 

第４ むすび 

 以上のとおり、本願は、特許請求の範囲の記載が、特許法第３６条第６項第

２号及び特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。また、

本願発明は、引用発明及び引用文献１に記載された技術的事項に基いて、その

出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に

発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により

特許を受けることができない。 

 

 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒

絶すべきものである。 

 

 よって、結論のとおり審決する。 

 

 

  令和３年１月２２日 

 

審判長 特許庁審判官 山村 浩 

特許庁審判官 野村 伸雄 

特許庁審判官 吉野 三寛 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示） 

 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告と

して、提起することができます。 

 

〔審決分類〕Ｐ１８ ．１２１－ＷＺ （Ｈ０１Ｌ） 
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５３７ 

 

審判長 特許庁審判官 山村 浩 9219 

特許庁審判官 吉野 三寛 9010 

特許庁審判官 野村 伸雄 9311 

 


